
 

舞鶴市福祉有償運送特区 

 

都道府県名： 京都府 

申請主体名： 舞鶴市 

区域の範囲： 舞鶴市の全域 

 

特区の概要：  本市は障害者をはじめとする移動制約者の移動支援につい

て、既存の公共交通機関だけでは十分とはいえず、社会福祉協

議会をはじめとするボランティアに頼らざるを得ない状況が

ある。また、誰もが住み慣れた地域で健やかに暮らしていくた

めには、地域住民の福祉意識の高揚を図り、障害者や高齢者を

支えることへの理解を進めることが重要である。このため、公

共交通機関を利用して移動することが困難な人を対象にＮＰ

Ｏ法人等が実施している福祉有償運送について、福祉車両のみ

ならずセダン型の一般車両の使用を可能としたボランティア

輸送体制を整備することにより、本市が目指す「誰もが健やか

に暮らせる社会の構築」を図る。 

 

適用される規制

の特例措置： 

・ＮＰＯボランティア輸送によるセダン車の使用 

 

 

 
 

 
▲乗車介助 ▲降車介助 


